
 郡山市麓山地区駐車場条例施行規則をここに公布する。 

令和４年12月５日 

郡山市長 品 川 萬 里  

郡山市規則第42号 

   郡山市麓山地区駐車場条例施行規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、郡山市麓山地区駐車場条例（令和４年郡山市条例第26号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （駐車場に駐車できる自動車） 

第２条 条例第４条の規則で定める大きさは、長さ５メートル、幅1.85メートル、高さ2.1メートルとする。 

 （使用方法等） 

第３条 条例第２条の駐車場（以下「駐車場」という。）を利用する者（以下「利用者」という。）は、自動車を入場させるときに駐車券（第１号様式）

を受領し、かつ、自動車を出場させるときに当該駐車券を精算機に挿入しなければならない。 

２ 利用者は、前項の駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届（第２号様式）を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者は

、運転免許証を提示しなければならない。 

 （駐車料金を無料とする者の範囲） 

第４条 条例第５条第２項第１号の規則で定める者は、次に掲げる者の介護のため現に同伴する者とする。 

 (1) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により交付を受けている身体障害者手帳（以下「身体障害者手帳」という。）の所持

者で、その障害の程度が第１種のもの 

 (2) 厚生労働大臣の定めるところにより交付を受けている療育手帳（以下「療育手帳」という。）の所持者 

 (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（和25年法律第123号）第45条第２項の規定により交付を受けている精神障害者保健福祉手帳（以下「精神

障害者保健福祉手帳」という。）の所持者で、その障害の程度が１級のもの 

 （駐車料金を無料とする施設の範囲） 

第５条 条例第５条第２項第２号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。 

 (1) 郡山市図書館条例（昭和40年郡山市条例第49号）別表第１に規定する郡山市中央図書館（分館を除く。） 

 (2) 郡山市立公民館条例（昭和40年郡山市条例第50号）別表第１に規定する郡山市立中央公民館（分館を除く。） 

(3) 郡山市公会堂条例（昭和40年郡山市条例第57号）第２条に規定する郡山市郡山公会堂 

(4) 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２の規定により設置の公告をした21世紀記念公園及び麓山公園 

(5) 郡山市勤労青少年ホーム条例（昭和46年郡山市条例第33号）第３条に規定する郡山市勤労青少年ホーム 



(6) 郡山市労働福祉会館条例（昭和47年郡山市条例第32号）第２条に規定する郡山市労働福祉会館 

 (7) 郡山市文化施設条例（昭和59年郡山市条例第50号）第２条に規定する郡山市民文化センター 

 (8) 郡山市歴史資料館条例（平成13年郡山市条例第34号）第２条に規定する郡山市歴史資料館 

 (9) 郡山市男女共同参画センター条例（平成14年郡山市条例第３号）第２条に規定する郡山市男女共同参画センター 

 （駐車料金が無料となる場合に必要な手続） 

第６条 条例第５条第２項第１号の規定の適用を受けようとする者は、前条各号に掲げる施設又は駐車場の職員に対し、障害者にあっては当該障害者が交

付を受けている身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示することにより、当該障害者を介護する者にあっては当該障害者の介護の

ため同伴する者であることを申し出ることにより、それぞれに当該職員の確認を受けなければならない。 

２ 条例第５条第２項第２号の規定の適用を受けようとする者（市を含む。）は、前条第２項各号に掲げる施設において当該施設の職員に対し、当該規定

の適用を受ける者であることを証する書類を提示することにより、当該職員の確認を受けなければならない。 

 （駐車料金の免除） 

第７条 条例第７条第１項に規定する規則で定める自動車は、次の各号のいずれかに該当する自動車とする。 

(1) 道路交通法（昭和35年法律第105号）第39条第１項に規定する緊急自動車 

(2) 駐車場の管理業務の用に供する自動車 

(3) 駐車場の施設等を調査研究するために使用する国又は地方公共団体の自動車 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に駐車料金の免除の必要があると認める自動車 

 （引取りの請求） 

第８条 条例第13条第１項及び第２項に規定する通知は、自動車引取請求書（第３号様式）により行うものとする。 

 （自動車の移動） 

第９条 条例第15条の規定による通知は、自動車移動通知書（第４号様式）により行うものとする。 

 （引取りの催告） 

第10条 条例第16条第１項に規定する通知の方法により催告するときは、自動車引取催告書（第５号様式）により行うものとする。 

 （自動車処分の通知） 

第11条 条例第16条第１項及び第２項の規定による通知は、自動車処分通知書（第６号様式）により行うものとする。 

 （自動車の処分） 

第12条 条例第16条第４項の規定による通知は、自動車処分済通知書（第７号様式）により行うものとする。 

 （自動車の引取り） 

第13条 市長は、条例第13条の規定による引取りの請求又は条例第16条の規定による引取りの催告を行った自動車について引取りの申出があったときは、



引取りを受ける者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類等を提示させる等の方法によって、その者が当該自動車の利用者、所有者等その他の当該

自動車を引き取るに足りる権原を有する者であることを証明させ、かつ、自動車受領書（第８号様式）と引換えに返還するものとする。 

 （委任） 

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、条例の施行の日から施行する。 






















